
八― 卜さ /■Jや 家族従業員も力日入できます。
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〒170‐8055東京都豊島区東池袋 1-24-1

:金   済制度
中退共制度は中小企業に向けた国の退職金需J度です。
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独立行政法人勤労者退職金共済機構

小企業 1戯金 済事業本部TEL.03-6907-1234 FAX 03-5955-8211
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0掛金納付
毎月の掛金は□座振替で金融機関に納付

します。掛金は全額事業主負担です。

0カ ロ入申込
お近くの金融機関または委託事業主団体

の窓□に提出してください。中退共と退

職金共済契約を締結後、共済手帳が送付

されます。

事業主

0退 職金の支払い

退職した従業員の請求に基づき、中退共

から直接従業員に支払われます。

委託事業主団体

▼0 01
者本人が中退共へ請求

本人の□                            従業
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掛金月額 10。 000円の場合
※金額は法令の改正により変わることがあります。

常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。

個人企業の場合は、常時雇用する従業員数によります。※詳細はHPをこ覧しヽただくか、資料をこ請求ください。

常用従業員数  常用従業員数  常用従業員数  常用従業員数
10J事後 >19265,600H

20J事後 >2,666,600H 300人以下 100人以下 100人以下 50′ 2ヽt~下

または     または     または     または
資本金。出資金  資本金。出資金  資本金。出資金  資本金。出資金

30J事後 >49213,100H 3億円以下 1億円以下   5千 万円以下   5千 万円以下

[名古屋]TEL:052日 856・8151[大
FAX:052‐ 856・8155
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名称または氏名

担当者様

業種 人  パート従業員数資本金 常用従業員数

◆ こ請求いただいた際は、よ

くわかる中退共制度詳細版

(あ らまし)と新規契約申込

書をこ送付させて頂きます。

配布団体名
※こ記入いただきました個人情報は中退共本部

の加入促進活動に必要な範囲内で利用させ

ていただきます。中退共本部では個人情報

を適切な安全対策のもとに管理し、漏えいな

どの防止に努めます。また、お客様の同意

なく第三者に開示 提供はいたしません。


